
令和 6 年度事業計画書

（令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日） 

はじめに 

 令和 5年度は新型コロナウィルス感染症の 5類移行により、自粛の続いていたさまざまな活

動が再び活気づき、個人消費は持ち直し、訪日外国人の増加もあり、経済活動は緩やかな回復

に向かいました。諸外国ではウクライナ問題、中東情勢など不透明な社会情勢が続いています。

一方で、原材料やエネルギー価格の上昇、円安基調の継続により、諸物価が高騰、消費活動に

も大きな影響が出ています。 

この様な極めて厳しい状況の中、子供たちを新しい局面や生活様式など予測できない事態と

なった時に、自身の健康を管理できるよう育成する事は、これまで以上に重要となってきてお

ります。 

昨今は、学校給食の民間委託移行が台頭し、本来の「子供たちの健康に資するための栄養教

諭による食に関する指導および厳しい学校給食管理・衛生環境・厳選された食材など、教育と

しての学校給食事業」が、危機的な状況を呈し始めています。医療の充実も重要ですが、それ

以上にバランスの取れた自身の食生活をしっかり自己管理できる心身ともに健康な大人の育

成が如何に重要であるかは、昨今の困難な世界の状況をみれば、論を俟ちません。 

当協会は、創業の理念に基づき、世界中から絶賛されている子供たちの健康を護るための学

校給食事業制度・栄養教諭の資質向上のための活動に一生懸命取り組んでまいります。 

上記問題解決推進の為、子供たちが自身の食や体の状況について継続的に記録閲覧でき、そ

れに対し栄養教諭・学校栄養職員が適宜行う指導助言を記録し、食育の成果をより具体性をも

って提示できるツールの開発を最重点事業として進めてまいります。 

また、全国レベルで高い評価を受けている非常食など、公益社団法人全国学校栄養士協議会

との共同による「全学栄・全学栄すいせん製品」の開発・改良・普及に積極的に取り組み、非

常食「救給おいもの和風リゾット」を 9月発売に向け進めています。併せて、生産工場の品質

管理の徹底に向けた取組の実施を行ってまいります。 

そしてホームページ内容の更なる充実を図り、当協会の活動内容や学校給食・食育などの有

意義な最新情報を、リアルタイムに幅広く国内外に発信して、子供たちの健康を護るための学

校給食を通した食育の推進に努めてまいります。 

これらの趣旨・目的を達成するための具体的な活動は以下の通りです。 



 
 

Ⅰ. 食育の推進に関する活動 

 

１. 普及活動  

栄養教諭・学校栄養職員に調理研究情報を提供すると共に、大量調理技術の向上や調理

理論・栄養理論の習得を図る目的で、公益社団法人全国学校栄養士協議会の協力のもと全

国において調理講習会を実施します。また学校給食の持つ教育的意義と家庭における正し

い食生活のあり方を啓発するため、栄養教諭・学校栄養職員の指導のもと親子及び地域住

民などを対象とした料理教室を開催します。 

併せて、非常食の更なる普及に向けて、備蓄の推進や各地の活用事例の紹介及び各種展 

示会へ積極的に参加してまいります。 

 

（１）調理講習会 

全国各都道府県の栄養教諭・学校栄養職員を対象に学校給食用優良食品を      

使用した献立の開発、調理技術の向上、及び当該製品の一層の普及・使用拡大      

に向けて、本年度は全国 21 都道府県において開催します。尚、開催県の選定にあたっ

ては公益社団法人全国学校栄養士協議会の協力を得て決定します。 

◎本年度の取組課題 

・感染症等の影響による移動制限や密の回避等を考慮しながら、オンラインなどでき

ることから ICT を活用して、実施し易い環境作りのサポートしてまいります。 

 

（２）親子料理教室 

    親と子、或いは地域住民を対象にした家庭における正しい食生活のあり方を啓発する 

目的で、地域社会に密着した親子料理教室を本年度は全国 19 都道府県（1 県あたり 3 箇 

所以上）で開催します。 

    開催都道府県の選定については、調理講習会と同様に公益社団法人全国学校栄養士協 

議会の協力を得て決定し、開催に当たっては栄養教諭・学校栄養職員の指導のもとに教 

育委員会・ＰＴＡ・公益財団法人都道府県学校給食会などの協力を得ながら実施します。 

◎本年度の取組課題 

感染症等の影響による密の回避等を考慮し、調理講習会開催と同様に、前向きに ICT 

を導入し、実施し易い環境作りのサポートしてまいります。 

 

 （３）講師の派遣及び紹介 

全国の栄養教諭・学校栄養職員が開催する調理講習会、研修会や給食現場の衛生管理 

指導等への講師派遣や、紹介などの依頼について対応します。 

  

 （４）新規「食育用ソフトウエア」の開発 

     昨今の、予想をはるかに越えた困難な時代を生き抜くためには、自身の生活を自己 

    管理し、心身の健康の維持増進を図れる国民の育成が喫緊の課題となっています。 

そこで、当協会は、学校現場および幅広いジャンルの最新情報を収集し、これらの情 

報を基にして児童生徒・青少年などすべての国民の「健全な食生活の習得および定着



 
 

を図るための学習支援ソフト」の開発をスタート、幅広い利活用に向けて進めて

いるところです。 

 

 

２. 広報活動 

（１）機関情報紙「すこやか情報便」の発行 

    全国都道府県・市町村教育委員会、公立小学校・中学校、特別支援学校、栄養教諭・ 

学校栄養職員、栄養士養成大学はじめ学校給食関係者・医療関係者及びその他の幅広い 

分野にわたって、タイムリー且つニーズにあった情報を発信してまいります。 

 

（２）ホームページの充実 

ホームページを有力なコミュニケーションツールと位置付けて、学校給食に関わる

方々はじめ、子供たちのすこやかな成長を願う多くの方々のために、幅広く有意義な情

報をリアルタイムに発信するとともに、常に閲覧者を意識して改修してまいります。 

◎課題 

 ・調理講習会、親子料理教室などの行事から有益な事例を紹介してまいります。 

 ・各種端末からのアクセス時に見やすい画面になるよう、常に改修を行ってまいりま

す。 

 

（３）復刻版「食育の紙芝居」の活用 

    復刻版「食育の紙芝居」については、継続して調理講習会及び各種の展示会を通して 

普及促進に努めてまいります。 

 

（４）全国で開催される学校給食関連大会への参画 

全国で開催される様々な学校給食関連大会に参加し、機関情報誌等の配布、全学栄非

常食、学校給食用優良食品等を展示・紹介する事により食育の普及に努めてまいります。

また関連する研修会、講演会、各種セミナー等にも積極的に参加して研鑽を積み、活動

内容のレベルアップに繋げてまいります。 

【令和 6 年度の代表的な全国大会開催予定】 

第 19 回食育推進全国大会             (6 月 1 日～2 日 大阪府) 

 第 1 回全国学校給食・栄養教諭等研究協議大会 (8 月 1 日～2 日  長野県) 

  ※令和 6 年度より、従来 8 月開催 全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会と 10 月開

催全国学校給食研究協議大会が統合されたため、改めて第 1 回となりました。 

令和 6 年度文部科学省主催学校給食週間行事   （未定） 

  

 

Ⅱ. 学校給食事業に関する助成 

      

学校給食事業の向上・発展に寄与している次の団体に対し、事業運営のための費用助成を行

います。 



 
 

１. 公益社団法人全国学校栄養士協議会 

２. 一般社団法人日本学校調理師会 

３. 栄養教諭食育研究会 

 

Ⅲ. 学校給食の状況に関する調査研究等の活動 

 

１. 海外の学校給食事情視察 

海外の学校給食事情視察に向けて、対象候補となる地域、状況などの調査、情報収集を

行います。実施の可否につきましては、世界の治安情勢等を十分検討したうえで取り決め

てまいります。 

 

２. 給食関係者との連携強化 

公益社団法人全国学校栄養士協議会の協力を得て、調査研究員（モニター）による全学

栄関連製品の品質などの評価および活用実態調査を実施しております。 

これらの情報を同協議会やメーカーにフィードバックするなど、製品の改良並びに新製

品の開発等に積極的に役立ててまいります。 

 

Ⅳ. 給食物資に関する調査研究並びに供給 

 

１. 給食物資に関する調査研究並びに供給 

（１）学校給食用優良食品の開発研究 

①公益社団法人全国学校栄養士協議会との共同事業である災害時学校給食用非常食「全

学栄救給シリーズ」の普及とともに、新たな非常食として、「全学栄おいもの和風リゾ

ット」を製品化し、9 月より販売する予定です。 

 

②全学栄災害時学校給食用非常食の普及に於いて、公益社団法人全国学校栄養士協議会

と連携し各都道府県学校給食会での備蓄を継続推進してまいります。 

 

③公益社団法人全国学校栄養士協議会、普及改善委員及び学校給食関係者の意見を踏ま

えて、学校給食用優良食品及び地域開発製品の開発改良に向け積極的に取り組んでま

いります。 

 

２. 全学栄製品・全学栄すいせん製品の認定業務及び工場査察 

公益社団法人全国学校栄養士協議会より委嘱された全学栄関連製品の製造工場査察を

新規及び定期的に行い、衛生管理・品質管理の指導を通じた認定業務を実施してまいりま

す。 

   令和 6 年度は 8 箇所の工場査察実施を予定し、更なる品質管理の強化に向けて取り組ん 

でまいります。 

 

３. 学校給食用脱脂粉乳供給事業 



 
 

良質なたんぱく質や不足しがちなミネラルが含まれ、児童・生徒の健康と成長に大きく

寄与している、安全で安心な脱脂粉乳を、関税無税の措置を受けて本年度もニュージーラ

ンドより輸入し、各都府県の学校給食会へお届けしてまいります。円安及び世界的なイン

フレに伴う価格高騰等、事業を取り巻く厳しい状況に適切に対応し、安定供給に向け精一

杯努力致します。併せて調理講習会等を通じて需要の拡大を支援して参ります。また、突

発的な事情により学校給食の用途に供することが出来なくなった脱脂粉乳利用食品の食

品ロスを可能な限り削減させるための取り組みを進めてまいります。 

 

４．その他関連団体との連携 

文部科学省、農林水産省、厚生労働省、（公社）全国学校栄養士協議会、（独）日本スポ 

ーツ振興センター、（一社）全国学校給食推進連合会、（公財）都道府県学校給食会、(一社) 

日本学校調理師会、（一社）Ｊミルク、その他関係団体とともに必要に応じて食育・学校給 

食に係わる事業を推進してまいります。 

現在、農林水産省・J ミルクで進めている「牛乳でスマイルプロジェクト」に当協会も

参加しており、この活動を進めることにより、優れた栄養食品である牛乳の生産者を守り、

食育に繋げてまいります。 

      

Ⅴ. その他目的を達成するために必要な事業 

 

１. 「学校給食普及改善委員会」の開催 

本年も学校給食現場で従事する方々と現場最前線における最新情報、意見や見解などを 

率直かつ活発に交換する事により、当協会の公益活動を充実させてまいります。 

 

２. 寄付募集の拡充 

公益財団法人として法人・個人を問わず、寄付の更なる拡充に努め財政基盤の充実に努 

めてまいります。 

 

以 上 


